
2025 年 7 月 4 日 

 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

イオン株式会社 

取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫 

 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 5 番地 1 

イオンモール株式会社  

代表取締役社長 大野 惠司 

 

（訂正）「株式交換に係る事後開示書面」の一部訂正について 

 

2025 年 7 月 1 日付「株式交換に係る事後開示書面」（会社法第 791 条第１項第２号、第 801 条第３

項第３号及び会社法施行規則第 190 条に定める書面）について、一部訂正がございましたので、以下

のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

（訂正前） 

 

（前略） 

４．株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数（会社法施行規則

第 190 条第４号） 

 

本株式交換によりイオンに移転したイオンモールの株式の数は、本株式交換によりイオンがイオ

ンモールの発行済株式の全部（ただし、イオンが所有するイオンモールの株式を除きます）を取

得する時点の直前時（以下「基準時」といいます）のイオンモールの発行済株式総数からイオン

が所有するイオンモールの株式の数を除外した、95,265,203 株です。なお、上記発行済株式総数

は、後記５．（４）記載の自己株式の消却が行われた後のものです。 

 

５．その他株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第 190 条第５号） 

 

（１） イオンは、会社法第 796 条第２項本文の規定により、本株式交換契約について会社法第 795

条第１項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、会社法第 796 条

第３項の規定に基づき、本株式交換に反対する旨をイオンに通知したイオンの株主（当該株

主総会で議決権を行使することができる株主に限ります）はおりませんでした。  

 

（２） イオンモールは、会社法第 783 条第１項の規定により、2025 年 5 月 22 日開催の第 114 期定

時株主総会決議によって、本株式交換契約の承認を得ております。 



 

（３） イオンモールの普通株式は、株式会社東京証券取引所プライム市場において、2025 年６月

27 日に上場廃止となりました。 

 

（４） イオンモールは、2025 年５月 22 日開催の取締役会の決議に基づき、基準時をもって、基準

時において所有していた自己株式 4,927 株の全てを消却いたしました。 

 

（５） イオンは、本株式交換により、基準時のイオンモールの株主（ただし、前記（４）に記載の

イオンモールの自己株式の消却後の株主をいい、イオンを除きます）に対して、その所有す

るイオンモールの普通株式 1 株につきイオンの普通株式 0.65 株の割合をもって、イオンの普

通株式を割当交付いたしました。なお、イオンが割当交付したイオンの普通株式の合計は

61,922,381 株です。 

（後略） 

 

（訂正後） 

 

（前略） 

４．株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数（会社法施行規則

第 190 条第４号） 

 

本株式交換によりイオンに移転したイオンモールの株式の数は、本株式交換によりイオンがイオ

ンモールの発行済株式の全部（ただし、イオンが所有するイオンモールの株式を除きます）を取

得する時点の直前時（以下「基準時」といいます）のイオンモールの発行済株式総数からイオン

が所有するイオンモールの株式の数を除外した、95,259,131 株です。なお、上記発行済株式総数

は、後記５．（４）記載の自己株式の消却が行われた後のものです。 

 

５．その他株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第 190 条第５号） 

 

（１） イオンは、会社法第 796 条第２項本文の規定により、本株式交換契約について会社法第 795

条第１項に定める株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いました。なお、会社法第 796 条

第３項の規定に基づき、本株式交換に反対する旨をイオンに通知したイオンの株主（当該株

主総会で議決権を行使することができる株主に限ります）はおりませんでした。  

 

（２） イオンモールは、会社法第 783 条第１項の規定により、2025 年 5 月 22 日開催の第 114 期定

時株主総会決議によって、本株式交換契約の承認を得ております。 

 

（３） イオンモールの普通株式は、株式会社東京証券取引所プライム市場において、2025 年６月

27 日に上場廃止となりました。 

 



（４） イオンモールは、2025 年５月 22 日開催の取締役会の決議に基づき、基準時をもって、基準

時において所有していた自己株式 4,927 株の全てを消却いたしました。 

 

（５） イオンは、本株式交換により、基準時のイオンモールの株主（ただし、前記（４）に記載の

イオンモールの自己株式の消却後の株主をいい、イオンを除きます）に対して、その所有す

るイオンモールの普通株式 1 株につきイオンの普通株式 0.65 株の割合をもって、イオンの普

通株式を割当交付いたしました。なお、イオンが割当交付したイオンの普通株式の合計は

61,918,435 株です。 

（後略） 

 

以上 

 

 

 

 


